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次  第 

 

 

１．開 会 

 

２．委員長あいさつ 

 

３．議 事     

 

（１）調整案２について 

 

（２）その他（今後の日程等） 



１ 

（仮称）大分市自治基本条例 条文案（調整案２） 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条･第２条） 

第２章 基本理念及び基本原則（第３条･第４条） 

第３章 市民、議会及び市長等の役割等 

第１節 市民（第５条･第６条） 

第２節 議会（第７条） 

第３節 市長等 （第８条－第１０条） 

第４章 行政運営（第１１条－第２０条） 

第５章 市民参画等（第２１条－第２６条） 

第６章 まちづくりの推進（第２７条－第３０条） 

第７章 この条例の位置付け（第３１条） 

 附則 

 

 これまで部会単位で章に分けていましたが、全体の構成が分かりやすいように整理

してみました。 

 改正点は、以下のとおりです。 

（１） 「第 2 章 基本理念及び基本原則」を新たに設けました。これまで総則の

中にありましたが、条例の中でも重要な規定であり、独立した方が分かり

やすいと考えたためです。 

（２） 従来の「市民」の章と「市長等及び議会」の章を統合し、「第 3 章市民、議

会及び市長等の役割等」としています。またその中を 3 節に分け、「市民」

「議会」「市長等」の役割分担等を定める規定を配置することにしています。

市民、議会、市長等（執行機関）の三者の関係を並列にし、それぞれの役

割を明確にするという考えによるものです。 

（３） 「市政運営」を「行政運営」にしています。この章では市長等の行う行政

運営について規定していますので、章名を合わせました。「市政運営」では、

議会等の担う部分も含むこととなりますし、場合によっては市民が主体的

に担う市政運営もありうると考えたため、より限定的な意味の「行政運営」

の表記が妥当であると考えたことによるものです。 

（４） 従来の「市民参加・まちづくり」を「市民参画等」と「まちづくりの推進」

に分けています。いずれもこの条例を特徴づける規定ですので、規定内容

を目次から分かりやすくしようとする意図によるものです。同時に、「まち

づくりの推進」という広い規定を包含できる章を設けることにより、これ

からのまちづくり課題への対応について、多方面の取組みにかかる規定を

配置できることとなります。 

 

書式変更: インデント : 最初の
行 :  1 字

削除: 第１章 総則（第１条―第

４条）

 第２章 市民（第５条・第６条）

 第３章 執行機関及び議会（第

７条―第 12 条）

 第４章 市政運営（第 13 条―第

28 条）

 第５章 市民参画及びまちづく

り（第 29 条―第 36 条）

 第６章 連携及び交流（第 37

条）

 第７章 多文化共生（第 38 条）

 第８章 環境及び景観（第 39

条）

 第９章 条例の位置付け（第 40

条）



２ 

 

 わたしたち大分市民は、緑豊かな山々、豊饒の海である豊後水道と別府湾、清らか

で水量豊富な大分川と大野川を持つ、この美しく住みよいまち大分市を愛しています。 

 大分市は古くは豊後の国の国府が置かれた歴史と文化の香りあふれるまちであり、

今も産業集積都市として発展を続ける東九州の中心都市です。 

 わたしたちは十六世紀に国際交流都市を築いた先人の偉業を誇りとし、わたしたち

一人ひとりの生きた証が、このまちの輝かしい未来につながることを信じています。 

 わたしたち大分市民は、豊かな自然環境と平和で幸福な暮らしを、わたしたちの子

どもや孫の世代に確実に引き継いでいくことを誓い、そのための道しるべとして、本

市の在り方を定める最高規範である（仮称）大分市自治基本条例を制定します。 

 

 理念部会の検討により、対案をいただいた２人の検討委員さんの前文（案）を参考

に、最終段落の「～世代に確実に引き継いでいくための道しるべ～」の部分を、宣誓

する意味合いを込めて「～世代に確実に引き継いでいくことを誓い、そのための道し

るべ～」と変更しました。 

 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、本市における自治の基本原則を明らかにするとともに、市民、

議会及び市長等の役割、行政運営の方法、市民の参画その他の自治の基本となる事項

を定めることにより、市民主体による自治の実現を図ることを目的とする。  

 

 章立ての見直しに伴い、第 1 条の規定を修正しました。ただし、理念部会の議論で

は、もう少し分かりやすく、簡素に表現する方法はないかとの意見をいただきました

ので、対案（別紙）も提示します。全体でのご議論をお願いします。 

 

 

（定義） 

第２条 この条例において「市民」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

 （１）市内に住所を有する者 

 （２）市内に通勤し、又は通学する者 

 （３）市内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体（以下「事業者、

地域活動団体等」という。） 

２ この条例において「市長等」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会その他の

市の執行機関をいう。 

３ この条例において「協働」とは、市民、議会及び市長等が各々の役割分担のもと、

手を取り合って共通の課題解決に取り組むことをいう。 

４ この条例において「総合計画」とは、本市における総合的かつ計画的な行政の運

削除: 第１条 この条例は、本市

における自治の基本理念及び基本

原則を明らかにするとともに、市

民、議会及び執行機関の役割並び

に協働によるまちづくりの基本方

針を定めることにより、市民主体

による自治の実現を図ることを目

的とする。

削除: ２

削除: 、行政



３ 

営を図るための基本構想及びそれを実現するため、本市の行政全般にわたり総合的

かつ体系的に定める基本計画を総称したものをいう。 

 

 定義規定に「市長等」「総合計画」を追加しました。このような定義内容でよいか、

ご協議ください。 

 

 

   第２章 基本理念及び基本原則 

（基本理念） 

第３条 本市は、次に掲げるまちづくりを実現することを自治の基本理念とする。 

 （１）幸せな暮らしの実現を目指すまちづくり 

 （２）市民主権のまちづくり 

 （３）協働のまちづくり 

（基本原則） 

第４条 本市は、次に掲げる事項を原則として自治を進めるものとする。 

 （１）市民総参加の原則 

    全ての市民がまちづくりに参加すること。 

 （２）情報共有の原則 

    市政及びまちづくりに関する情報を市民、議会及び市長等が共有すること。 

 （３）平等と機会均等の原則 

    全ての市民が、性別、年齢等を問わず、まちづくりに参加できる機会を有す

ること。 

 

 第 3 条、第 4 条とも自治の基本理念･基本原則であることを明記するため、各号列記

以外の部分の表現を調整しています。 

なお、これまで各部会ごとに条文の検討を行ってきたことから、現在の基本理念・

基本原則の案と他部会の条文との関連が十分に整理されているかどうか、さらに検討

する余地も残されているものと思われます。 

この点については、基本理念･基本原則と各論が直接的な関係に立つ必要はないとの

考え方もありえますが、次章以下の規定との関連付けの要否については、全体でのご

協議をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

書式変更: インデント : 最初の
行 :  0 字, 行間 :  1 行

削除: 事項を、まちづくりの基本

理念とする。

削除: 市民及び市

削除: まちづくり

削除: 運営、

削除: 、行政



４ 

第３章 市民、議会及び市長等の役割等 

 第１節 市民 

 （市民の権利） 

第５条 市民は、安心で安全かつ快適な生活を求めていく権利を有する。 

２ 市民は、行政サービスを受ける権利を有する。 

３ 市民は、まちづくりに参画することができる。子どもも年齢に応じたまちづくり

への参画を行うことができる。 

４ 市民は、市政に関する情報について、公開又は提供を求めることができる。 

５ 子どもは、将来の地域社会を担う市民として健やかに育つ環境を求めることがで

きる。 

 （市民の責務） 

第６条 市民は、自らが自治の主体であることを認識するとともに、まちづくりに関

し次に掲げる責務を負う。 

 （１）まちづくりへ積極的に参画し、又は自らまちづくりに取り組むよう努めるこ

と。 

 （２）互いに権利を尊重し、理解し、及び協力するよう努めること。 

（３）自らの発言と行動に責任を持つこと。 

 （４）地域コミュニティへの参加を通じて、助け合いの精神をはぐくみ、地域の課

題解決に向けた行動に努めること。 

 （５）行政サービスに伴う市税等、応分の負担を負うこと。 

２ 市民は、将来の地域社会を担う子どもが、健やかに育つための環境作りに努めな

ければならない。 

３ 事業者、地域活動団体等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識

し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努める

ものとする。 

 

 第 1 項について、以下のとおり調整しています。 

①  原案では、第 1 号で「まちづくりへ～参画し」及び「自らまちづくりに取

り組む」という 2 つの関わり方を提示していますが、第 2 号で「まちづくり

に取り組む」、第 4 号で「まちづくりへの参画に当たっては」と、それぞれ片

方の関わり方についてのみの規定となっていました。いずれも片方に限定す

る趣旨ではないと考えられますので、各号列記以外の部分に「まちづくりに

関し」と規定することで、これらをまとめることとしました。 

②  市民は、「自らが」自治の主体である～と明記することで、市民が自治の主

体であることを強調しています。 

③  「共助」の用語が難解であると思われたので、「助け合い」と平易な用語に

言い換えています。 

 

削除: ２

削除: 市民

削除: 自治の基本理念を実現する

ため、

削除: してまちづくりに取り組む

削除: ３

削除: 共助

削除: （４）まちづくりへの参画

に当たっては、自らの発言と行動

に責任を持つこと。

 

削除: 【

削除: （検討中）】



５ 

 

 

    第２節 議会 

 （議会の基本的役割等） 

第７条 議会は、住民の直接選挙で選ばれた議員で構成され、地方公共団体の議事機

関と位置づけられ、住民の代表機関、地方公共団体の意思決定機関としての役割を

担う。 

２ 議会は、市民福祉の向上を図ることを基本として、市政の運営に関し二元代表制

の一翼を担う重大な責務があることを確認する。  （～重大な責務を有する。） 

３ 議会は、市民に開かれた議会とし、その責務を明らかにし、市民の信託にこたえ

るものとする。 

４ 議会における活動原則、市民及び市長との関係等の基本的事項については、議会

基本条例に定めるところによる。  （別に条例で定めるところによる。） 

 

 議会選出の委員からご提示いただきました案を掲載しています。第 2 項と第 4 項に

ついては、他の条文と比較したとき、それぞれ文末の（ ）のように言い換えた方が

整合すると思われます。 

 

    第３節 市長等 

 （市長等の基本的役割と責務） 

第８条 市長等は、効率的で、公正かつ透明性の高い行政運営を行わなければならな

い。 

２ 市長等は、総合計画に即した総合的かつ計画的な行政運営を行わなければならな

い。 

３ 市長等は、公平かつ効率的で質の高い行政サービスの提供を図ることにより、市

民福祉の向上に努めなければならない。 

４ 市長等は、その権限に属する事務を公正かつ誠実に執行するとともに、相互に連

携して行政機能を発揮するように努めなければならない。 

５ 市長等は、適切に職員を指揮監督するとともに、職員の能力向上を図り、その能

力が発揮されるよう努めなければならない。 

６ 市長等は、市民と協働し、自治及び地域コミュニティ活動の発展を支える人材の

育成に努めるものとする。 

 （市長の基本的役割と責務） 

第９条 市長は、市民の信託を受けた本市の代表として、事務の管理及び執行、補助

機関である職員の指揮監督、市政全体の総合調整その他の権限を適正に行使しなけ

ればならない。 

２ 市長は、市民自治の推進及び市民福祉の向上を図るため、必要な施策を講じなけ

ればならない。 

削除: 第３章 執行機関及び議会

削除: ７

削除: （市長その他の執行機関を

いう。）

削除: 基本構想及び基本計画

削除: ３ 市長等は、市民主体の

まちづくりを推進するために必要

な条例等の制定改廃を適切に行う

ものとする。

削除: ８



６ 

３ 市長は、最少の経費で最大の効果を挙げるため、効率的な行政運営を行うよう努

めなければならない。 

４ 市長は、政策の立案、実施及び評価の過程について、市民への説明責任を果たす

ための必要な措置を講じなければならない。 

５ 市長は、行政サービスの向上を図るため、市民の意向、地域の実情等を把握する

とともに、これらを的確に市政に反映させるよう努めなければならない。 

 

 従来の案では「市民」「議会」に比べ規定の数が多いことと、役割と責務の区分が分

かりにくいこと、「市民」「議会」では役割と責務を区分していないことなどを考え、

条文を統合しています。 

 

 

 

 （職員の責務） 

第 10 条 職員は、全体の奉仕者として、公正、公平かつ誠実に職務に従事し、全力を

挙げてその職務に専念しなければならない。 

２ 職員は、職務に必要な専門的知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。 

３ 職員は、常に法令を遵守するとともに、職務に関し違法又は不当な事実があると

認めるときは、適切に対応しなければならない。 

 

 

第４章 行政運営 

 

 第 4 章の章名を「行政運営」にしています。「市政運営」より限定的な意味で、市長

等の行う行政権限の運営に限定した規定であることを分かるように配慮しました。 

 また、この章の条文の並び順について、①総合計画、政策決定時に必要となる②財

政の運営と③政策法務関係、政策を評価する④行政評価、政策を実行する際の⑥手続、

行政を行う上で必要な⑦情報公開及び権利保護、最後にこれらの運営を可能にするた

めの⑦行政組織関係という形に変更しています。この条文の並び順は神原モデルを参

考にしています。 

 

 

 （市政運営の基本） 

第 13 条 市（執行機関）は、市民参加と情報共有を基本とした、効率的で、公正かつ

透明性の高い行政運営を行わなければならない。 

２ 市（執行機関）は、計画、財政、評価等の制度を相互に連携させ、これらに対応

した組織運営を行うなど、総合的かつ計画的な行政運営を行うよう努めなければな

らない。 

削除:  （市長の責務）

第９条 市長は、市民自治の推進

及び市民福祉の向上を図るため、

必要な施策を講じなければならな

い。

２ 市長は、最小の経費で効果を

挙げるため、効率的な市政運営を

行うよう努めなければならない。

３ 市長は、政策の立案、実施及

び評価の過程について、市民への

説明責任を果たすための必要な措

置を講じなければならない。

４ 市長は、行政サービスの向上

を図るため、市民の意向、地域の

実情等を把握するとともに、これ

らを的確に市政に反映させるよう

努めなければならない。

 （執行機関の責務）

第 10 条 執行機関は、公平かつ効

率的で質の高い行政サービスの提

供を図ることにより、市民満足度

の向上に努めなければならない。

２ 執行機関は、その権限に属す

る事務を公正かつ誠実に執行する

とともに、執行機関相互の連携を

図り、一体として、行政機能を発

揮するように努めなければならな

い。

３ 執行機関は、適切に職員を指

揮監督するとともに、職員の能力

向上を図り、その能力が発揮され

るよう努めなければならない。

削除: 11

削除: 適正

削除:  （議会の基本的役割等）

第 12 条 検討中

削除: 市政

... [1]



７ 

 （総合計画） 

第 11 条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定するものと

する。 

２ 市長は、総合計画の策定に当たっては、市民の参画の機会を確保するものとする。 

 （財政運営） 

第 12 条 市長等は、中期的な財政見通しのもとに予算を編成するなど、計画的で健全

な財政運営に努めなければならない。 

２ 市（執行機関）は、毎年度の予算及び決算その他市の財政状況に関する情報を市

民に公表しなければならない。 

 （政策法務） 

第 13 条 市長等は、市政の課題に対応した政策を実行するため、条例、規則等の整備

を適正に行うとともに、市の事務に関する法令の解釈に当たっては、地方自治の本

旨に基づき、自主的かつ適正な解釈を行うよう努めなければならない。 

 （条例の制定等の手続） 

第 14 条 市長は、市政に関する重要な条例を立案しようとするときは、市民の参画を

図り、又は市民の意見を反映させるように努めなければならない。 

 （行政評価） 

第 15 条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、行政評価に関する制度

を整備し、実施するものとする。この場合において、市長等は、市民の視点に立っ

た外部評価を可能な限り公開で行うものとする。 

２ 市長等は、前項の規定による行政評価の結果を市民に公表するとともに、必要に

応じて、行政運営の見直しを行わなければならない。 

 （外部監査） 

第 16 条 市は、適正で、効率的かつ効果的な行政運営を確保するため、外部機関によ

る監査の実施を求めることができる。 

２ 前項の外部機関による監査の実施に関する手続については、別に条例で定める。 

 

 この条文は、地方自治法に定める外部監査を行うに止まる内容となっているため、

敢えて規定する必要はないものと思われます。 

 

 （行政手続） 

第 16 条 市長等は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、別に条

例で定めるところにより、処分、行政指導等に関する手続を明らかにするものとす

る。 

 （情報公開） 

第 17 条 市長等は、市政に関して市民に説明する責任を果たすとともに、市政に対す

る市民の理解と信頼を深めるため、別に条例で定めるところにより、市が保有する

情報を公開するものとする。 

削除: 4

削除: 市民参加

削除: 効果

削除: 効率

削除: 市政
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 （個人情報の保護） 

第 18 条 市長等は、個人の権利利益の保護及び市政の適正な運営に資するため、別に

条例で定めるところにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱うものとする。 

 （権利保護及び苦情対応） 

第 19 条 市長等は、行政運営における市民の権利利益を擁護するため、必要な措置を

講じるものとする。 

２ 市長等は、行政運営に関する意見、要望、苦情等があった場合は、速やかに事実

関係等を調査し、必要があると認めるときは、その改善のための適切な措置を講じ

なければならない。 

（法令遵守等） 

第 21 条 市長等は、法令遵守の推進及び倫理の保持並びに公正な職務の執行の確保を

図るため、別に条例で定めるところにより、必要な体制を整備するものとする。 

 

 コンプライアンスに関する規定ですが、既に体制整備のための条例を制定済みです

ので、行政運営の章の中で規定する必要は乏しいかと思われます。 

  

 

 （行政組織の編成） 

第 20 条 市長等は、市民に分かりやすく、機動的かつ効率的な行政運営が可能となる

よう組織の編成を行うとともに、組織の横断的な調整を図るものとする。 

 

 

第５章 市民参画等 

 

 第 5 章は、市民参画についてと、それを実現するための行政の仕組みについて規定

しています。そこで、章名を「市民参画等」としています。 

 

 

 （市民参画） 

第 21 条 本市は、市民がまちづくりに参画する機会を確保する。 

２ 市長等は、市民がまちづくりに参画するための仕組みを整備するとともに、その

周知を図るものとする。 

 （協働の推進） 

第 22 条 市民、議会及び市長等は、目的と情報を共有し、相互の理解と信頼のもとに、

協働によるまちづくりに取り組むよう努めなければならない。 

２ 市長等は、協働の推進に当たっては、市民の自主性及び自立性を損なわないよう

配慮しなければならない。 

 

書式変更 : 箇条書きと段落番号

削除:  （行政手続）

第 19 条 市長等は、行政運営にお

ける公正の確保と透明性の向上を

図るため、別に条例で定めるとこ

ろにより、処分、行政指導その他

の行政手続に関して共通する事項

を明らかにするものとする。 （条

例の制定等の手続）

第 20 条 市長は、市政運営に関す

る重要な条例を立案しようとする

ときは、市民の参画を図り、又は

市民の意見を反映させるように努

めなければならない。

削除:  （財政運営）

第 22 条 市長等は、中期的な財政

見通しのもとに予算を編成するな

ど、計画的で健全な財政運営に努

削除: 3

削除: 市政

削除: ものとする。

削除: ２ 市長等は、組織の横断

的な調整を図るものとする。

削除: 第５章 

削除: 及びまちづくり

削除: まちづくりへの

削除: 9

削除: 市長等

削除: しなければならない

削除: 市民

削除: 30

削除: 市民

削除: 市民

... [3]

... [2]
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 （市民提案） 

第 23 条 市長等は、市民の意見、提言等を市政に反映させるための制度の拡充に努め

なければならない。 

２ 市長等は、政策の立案、実施、評価等の各段階における情報を、市民に積極的に

提供するものとする。 

 （市民意見の聴取） 

第 24 条 市長等は、重要な政策等の立案に当たっては、市民から意見を公募する手続

（以下「パブリックコメント手続」という。）を実施し、広く市民の意見を求めなけ

ればならない。 

２ 市長等は、パブリックコメント手続を実施したときは、市民から提出された意見

を考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を公表しなければな

らない。 

３ 市長等は、前２項の規定によるほか、あらゆる機会を通じて市政に関する市民意

見の聴取に努めなければならない。 

 （住民投票） 

第 25 条 市長は、市政に関する重要な事項について、直接、住民の意思を確認するた

め、住民投票を実施することができるものとする。 

２ 市長は、前項の規定による住民投票を実施した場合は、その結果を尊重しなけれ

ばならない。 

３ 住民投票の実施に関し必要な事項は、事案ごとに別に条例で定めるものとする。 

  （審議会、懇話会等） 

第 26 条 市長等は、法令に基づき設置する審議会等のほか、必要に応じて市に対する

提言、報告等を行う懇話会等を設置するものとする。 

２ 市長等は、法令等に別段の定めがある場合を除き、審議会、懇話会等の委員につ

いては、見識を有する者を選任するほか、公募等により市民の幅広い層から必要な

人材を選任するよう努めなければならない。 

３ 市長等は、審議会、懇話会等の会議の公開に努めるものとする。 

 

 「附属機関」という表現が一般市民に分かりにくいと思われましたので、「審議会等」

としています。 

 

 

 

（情報共有及び説明責任） 

第 34 条 市は、市政に関する情報を、適切な情報伝達手段により、積極的に市民に提

供し、市民との情報の共有を図らなければならない。 

２ 市は、政策等の立案、実施、評価及び見直しの各過程において、市民に分かりや

すく説明するよう努めなければならない。 

削除: 

 （附属機関等）

第 31 条 市長等は、法令に基づき

設置する附属機関のほか、必要に

応じて市に対する提言、報告等を

行う懇話会などを設置するものと

する。

２ 市長等は、附属機関等の委員

については、見識を有する者を選

任するほか、公募等により市民の

幅広い層から必要な人材を選任す

るよう努めなければならない。

３ 市長等は、附属機関等の会議

の公開に関することは、別の定め

によるものとする。

削除: 3

削除: 策定

削除: 33
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３ 市は、市民からの政策等に関する意見、要望、苦情等については、速やかに事実

関係を調査し、誠実に対応するよう努めなければならない。 

 

 

第６章 まちづくりの推進 

 

 この章には、都市内分権、地域コミュニティなど、これから重要となってくる課題

をまとめて配置することとしています。これらの規定をまとめる章名については、い

ずれの規定も「まちづくりの推進」というキーワードでまとめることができると考え

ましたので、現時点ではこのようにしていますが、検討の余地があろうかと思われま

すので、ご協議をお願いします。 

 

 

 （都市内分権） 

第 27 条 市長等は、市民によるまちづくりの推進を図るため、地域における自主的か

つ自立的な活動に対する適切な支援を行うなど、都市内分権の実現に向けた取組を

推進するものとする。 

（地域コミュニティ） 

第 28 条 市長等は、地域コミュニティとの協働により、地域の特性を活かしたまちづ

くりを推進するものとする。 

２ 市長等は、地域における課題について、地域コミュニティの意向を把握するとと

もに、地域コミュニティにおける合意形成を支援し、その合意された意見を市政に

反映させるよう努めるものとする。 

３ 市長等は、複数の地域に関する課題について、関係する地域コミュニティの調整

が図られるよう必要な支援をするものとする。 

（連携及び協力） 

第 29 条 市長等は、まちづくりの課題について、国、県、他の地方公共団体等との連

携を図り、その解決に努めるものとする。 

２ 市長等は、海外の行政機関等との連携及び協力を深めるとともに、得られた情報

や知識を本市のまちづくりに生かすものとする。 

 （危機管理体制の整備等） 

第 30 条 市長等は、常に災害等の緊急の事態に備え、市民の身体、生命、財産の安全

性が確保できるよう、危機管理体制を整備するとともに、その対応に当たっては、

市民、関係団体等との連携及び協力を図るものとする。 

第７章 多文化共生 

第 38 条 市（市民、執行機関及び議会）は、多様な文化及び価値観を理解し、尊重す

ることにより、あらゆる人が地域社会の一員として受け入れられる環境の整備に努

めなければならない。 

削除: 35

削除: 36

削除: それぞれの地域に関係する

市民によって構成される

削除: 第６章 連携及び交流

削除: 37
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第８章 環境及び景観 

第 39 条 市（市民、執行機関及び議会）は、本市の恵まれた自然環境の保全を図ると

ともに、これを活かしたまちづくりの推進及び良好な景観の形成に努めるものとす

る。 

 

第７章 この条例の位置付け 

第 31 条 市民、議会及び市長等は、本市の自治の最高規範として、この条例の趣旨を

最大限に尊重しなければならない。 

 

 複数の部会で最高規範性の規定を冒頭においてはどうかとのご提案をいただきまし

たが、前文中に最高規範性についての表記もありますので、重複をさけるため、日本

国憲法の構成に倣い、末尾に置いたままにしています。 

 

 

 

 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成  年  月  日から施行する。 

（この条例の見直し） 

２ 市長は、５年を超えない期間ごとに、市民の意見を聴いた上で、この条例の規定

について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとす

る。 

  

削除: ９

削除: 40

削除: 執行機関及び

削除: まちづくり

削除: ２ 執行機関及び議会は、

総合計画その他まちづくりに関す

る計画の策定及びまちづくりに関

する条例、規則等の制定改廃等に

当たっては、この条例に定める事

項との整合を図らなければならな

い。



ページ ６: [1] 削除 nwpc9999 2010/08/25 17:01:00 

 （市長の責務） 

第９条 市長は、市民自治の推進及び市民福祉の向上を図るため、必要な施策

を講じなければならない。 

２ 市長は、最小の経費で効果を挙げるため、効率的な市政運営を行うよう努

めなければならない。 

３ 市長は、政策の立案、実施及び評価の過程について、市民への説明責任を

果たすための必要な措置を講じなければならない。 

４ 市長は、行政サービスの向上を図るため、市民の意向、地域の実情等を把

握するとともに、これらを的確に市政に反映させるよう努めなければならな

い。 

 （執行機関の責務） 

第 10 条 執行機関は、公平かつ効率的で質の高い行政サービスの提供を図るこ

とにより、市民満足度の向上に努めなければならない。 

２ 執行機関は、その権限に属する事務を公正かつ誠実に執行するとともに、

執行機関相互の連携を図り、一体として、行政機能を発揮するように努めなけ

ればならない。 

３ 執行機関は、適切に職員を指揮監督するとともに、職員の能力向上を図り、

その能力が発揮されるよう努めなければならない。 

４ 市（執行機関）は、市民と協働し、自治及びコミュニティ活動の発展を支

える人材の育成に努めるものとする。 

 

ページ ８: [2] 削除 nwpc9999 2010/08/26 10:04:00 

 （財政運営） 

第 22 条 市長等は、中期的な財政見通しのもとに予算を編成するなど、計画的

で健全な財政運営に努めなければならない。 

２ 市（執行機関）は、毎年度の予算及び決算その他市の財政状況に関する情

報を市民に公表しなければならない。 

 

ページ ８: [3] 削除 nwpc9999 2010/08/19 13:41:00 

２ 市長等は、組織の横断的な調整を図るものとする。 

 （市民提案） 

第 24 条 市長等は、市民の意見、提言等を市政に反映させるための制度の拡充

に努めなければならない。 

２ 市長等は、政策の立案、実施、評価等の各段階における情報を、市民に積

極的に提供するものとする。 



 （権利保護・苦情対応） 

第 25 条 市長等は、行政運営における市民の権利利益を擁護し、及び行政の改

善を図るため、必要な措置を講じるものとする。 

２ 市長等は、市政運営に関する意見、要望、苦情等があった場合は、速やか

に事実関係等を調査し、必要があると認めるときは、その改善のための適切

な措置を講じなければならない。 

 （政策法務） 

第 26 条 市長等は、市の事務に関する法令の解釈に当たっては、地方自治の本

旨に基づき、自主的かつ適正な解釈を行うよう努めなければならない。 

２ 市長等は、市政の課題に対応した自主的な政策を実行するため、条例、規

則等の整備を適正に行うものとする。 

 （危機管理体制の整備等） 

第 27 条 市長等は、常に災害等の緊急の事態に備え、市民の身体、生命、財産

の安全性が確保できるよう、危機管理体制を整備するとともに、その対応に

当たっては、市民、関係団体等との連携・協力を図るものとする。 

 （人材の育成） 

第 28 条 市（執行機関）は、市民と協働し、自治及びコミュニティ活動の発展

を支える人材の育成に努めるものとする。 

 

 



（別紙） 

※ 第 1 条をより簡素にした案 

（案 A） 

第１条 この条例は、本市における自治の基本原則を明らかにするとともに、

その基本となる事項を定めることにより、市民主体による自治の実現を図る

ことを目的とする。 

（案 B） 

第１条 この条例は、本市における自治に関し、基本原則を明らかにするとと

もに、市民、議会及び市長等の役割及び責務等の基本となる事項を定めるこ

とにより、市民主体による自治の実現を図ることを目的とする。 

 

 

 理念部会の議論の中では、条例中に規定している内容を各号として列記する

など、表現上の工夫ができないかとの意見がありましたが、第 1 条中にそのよ

うな規定をしている例はほとんどありませんので、難しいと考えます。 

 また、条例に規定している事項の骨格を示す条項を別に設けることも検討し

ましたが、目次と同様になりますので、やはり難しいと考えます。ただし、目

次を工夫することで規定内容を分かりやすくすることで、目的は達成可能と考

えます。 



部　会 調　整　案　１ 調　整　案　　２

理　　　念 　　　　＜第１章　総則＞ 　　　　＜第１章　総則＞
第１条（目的） 第１条（目的）
第２条（定義） 第２条（定義）

　　　＜第２章　基本理念及び基本原則＞
第３条（基本理念） 第３条（基本理念）
第４条（基本原則） 第４条（基本原則）

市　　　民 　　　　＜第２章　市民＞ 　　　　＜第３章　市民、議会及び市長等の役割等＞
　　　第１節　市民

第５条（市民の権利） 第５条（市民の権利）
第６条（市民責務） 第６条（市民責務）

執行機関・議会 　　　第２節　議会
第７条（議会の基本的役割等）

　　　　＜第３章　執行機関及び議会＞ 　　　第３節　市長等
第７条（市の基本的役割） 第８条（市長等の基本的役割と責務）
第８条（市長の基本的役割） 第９条（市長の基本的役割と責務）
第９条（市長の責務）

（一部市政運営） 第１０条（執行機関の責務）
第１１条（職員の責務） 第１０条（職員の責務）
第１２条（議会の基本的役割等）　　　

市政運営 　　　　＜第４章　市政運営＞ 　　　　＜第４章　行政運営＞
第１３条（市政運営の基本）
第１４条（総合計画） 第１１条（総合計画）

第１２条（財政運営）
第１３条（政策法務）
第１４条（条例の制定等の手続）

第１５条（行政評価） 第１５条（行政評価）
第１６条（外部監査）

第１６条（行政手続）
第１７条（情報公開） 第１７条（情報公開）
第１８条（個人情報の保護） 第１８条（個人情報の保護）

第１９条（権利保護及び苦情対応）
第１９条（行政手続）
第２０条（条例の制定等の手続）
第２１条（法令遵守等）

第２２条（財政運営）
第２３条（行政組織の編成） 第２０条（行政組織の編成）
第２４条（市民提案）
第２５条（権利保護・苦情対応）
第２６条（政策法務）
第２７条（危機管理体制の整備等）

第２８条（人材育成）
市民参加・ 　　　　＜第５章　市民参画及びまちづくり＞ 　　　　＜第５章　市民参画等＞
　　まちづくり 第２９条（まつづくりへの市民参画） 第２１条（市民参画）

第３０条（市民協働の推進） 第２２条（協働の推進）
第２３条（市民提案）

第３１条（附属機関等）
第３２条（市民意見の聴取） 第２４条（市民意見の聴取）
第３３条（住民投票） 第２５条（住民投票）

第２６条（審議会、懇話会等）
第３４条（情報共有及び説明責任）

　　　　＜第６章　まちづくりの推進＞
第３５条（都市内分権） 第２７条（都市内分権）
第３６条（地域コミュニティ） 第２８条（地域コミュニティ）

市政運営 　　　　＜第６章　連携及び交流＞
第３７条（連携及び交流） 第２９条（連携及び協力）
　　　　＜第７章　多文化共生＞ 第３０条（危機管理体制の整備等）
第３８条（多文化共生）
　　　　＜第８章　環境及び景観＞
第３９条（環境及び景観）

部会に属さない 　　　　＜第９章　条例の位置付け＞ 　　　　＜第７章　この条例の位置付け＞
事項 第４０条（条例の位置付け） 第３１条（この条例の位置付け）
（事務局案）

条項の調整（移動）比較表

統合

移動

移動

参考１



 

１ 

 （仮称）大分市自治基本条例 条文案（調整案２）  

担当部会 部会案（第 12 回会議にて提示） 調整案１（各部会にて提示） 調整案２（第 14 回会議にて提示） 

 目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第４条） 

 第２章 市民（第５条・第６条） 

 第３章 執行機関及び議会（第７条―第 12 条） 

 第４章 市政運営（第 13 条―第 28 条） 

 第５章 市民参画及びまちづくり 

（第 29 条―第 36 条） 

 第６章 連携及び交流（第 37 条） 

 第７章 多文化共生（第 38 条） 

 第８章 環境及び景観（第 39 条） 

 第９章 条例の位置付け（第 40 条） 

 附則 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第４条） 

 第２章 市民（第５条・第６条） 

 第３章 執行機関及び議会（第７条―第 12 条） 

 第４章 市政運営（第 13 条―第 28 条） 

 第５章 市民参画及びまちづくり 

（第 29 条―第 36 条） 

 第６章 連携及び交流（第 37 条） 

 第７章 多文化共生（第 38 条） 

 第８章 環境及び景観（第 39 条） 

 第９章 条例の位置付け（第 40 条） 

 附則 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 基本理念及び基本原則（第３条・第４条） 

 第３章 市民、議会及び市長等の役割等 

  第１節 市民（第５条・第６条） 

  第２節 議会（第７条） 

  第３節 市長等（第８条－第 10 条） 

 第４章 行政運営（第 11 条－第 20 条） 

 第５章 市民参画等（第 21 条－第 26 条） 

 第６章 まちづくりの推進（第 27 条－第 30 条） 

 第７章 この条例の位置付け（第 31 条） 

附則 

＜前文＞ 

 わたしたち大分市民は、緑豊かな山々、豊饒の海

である豊後水道と別府湾、清らかで水量豊富な大分

川と大野川を持つ、この美しく住みよいまち大分市

を愛しています。 

 大分市は古くは豊後の国の国府が置かれた歴史と

文化の香りあふれるまちであり、今も産業集積都市

として発展を続ける東九州の中心都市です。 

 わたしたちは十六世紀に国際交流都市を築いた先

人の偉業を誇りとし、わたしたち一人ひとりの生き

た証が、このまちの輝かしい未来につながることを

信じています。 

 わたしたち大分市民は、豊かな自然環境と平和で

幸福な暮らしを、わたしたちの子どもや孫の世代に

確実に引き継いでいくための道しるべとして、本市

の在り方を定める最高規範である（仮称）大分市自

治基本条例を制定します。 

＜前文＞ 

 わたしたち大分市民は、緑豊かな山々、豊饒の海

である豊後水道と別府湾、清らかで水量豊富な大分

川と大野川を持つ、この美しく住みよいまち大分市

を愛しています。 

 大分市は古くは豊後の国の国府が置かれた歴史と

文化の香りあふれるまちであり、今も産業集積都市

として発展を続ける東九州の中心都市です。 

 わたしたちは十六世紀に国際交流都市を築いた先

人の偉業を誇りとし、わたしたち一人ひとりの生き

た証が、このまちの輝かしい未来につながることを

信じています。 

 わたしたち大分市民は、豊かな自然環境と平和で

幸福な暮らしを、わたしたちの子どもや孫の世代に

確実に引き継いでいくための道しるべとして、本市

の在り方を定める最高規範である（仮称）大分市自

治基本条例を制定します。 

＜前文＞ 

 わたしたち大分市民は、緑豊かな山々、豊饒の海

である豊後水道と別府湾、清らかで水量豊富な大分

川と大野川を持つ、この美しく住みよいまち大分市

を愛しています。 

 大分市は古くは豊後の国の国府が置かれた歴史と

文化の香りあふれるまちであり、今も産業集積都市

として発展を続ける東九州の中心都市です。 

 わたしたちは十六世紀に国際交流都市を築いた先

人の偉業を誇りとし、わたしたち一人ひとりの生き

た証が、このまちの輝かしい未来につながることを

信じています。 

 わたしたち大分市民は、豊かな自然環境と平和で

幸福な暮らしを、わたしたちの子どもや孫の世代に

確実に引き継いでいくことを誓い、そのための道し

るべとして、本市の在り方を定める最高規範である

（仮称）大分市自治基本条例を制定します。 

＜第１章 総則＞ 

 （目的） 

第１条 この条例は、本市における自治の基本理念

及び基本原則を明らかにするとともに、市民、議

会及び執行機関の役割並びに協働によるまちづく

りの基本方針を定めることにより、市民主体によ

る自治の実現を図ることを目的とする。 

＜第１章 総則＞ 

 （目的） 

第１条 この条例は、本市における自治の基本理念

及び基本原則を明らかにするとともに、市民、議

会及び執行機関の役割並びに協働によるまちづく

りの基本方針を定めることにより、市民主体によ

る自治の実現を図ることを目的とする。 

＜第１章 総則＞ 

 （目的） 

第１条 この条例は、本市における自治の基本原則

を明らかにするとともに、市民、議会及び市長等

の役割、行政運営の方法、市民の参画その他の自

治の基本となる事項を定めることにより、市民主

体による自治の実現を図ることを目的とする。 

理念部会 

 （定義） 

第２条 この条例において「市民」とは、次のいず

れかに該当するものをいう。 

 ア 市内に住所を有する者 

 イ 市内に通勤し、又は通学する者 

 ウ 市内で事業を営み、又は活動する個人及び法

人その他の団体（以下「事業者、地域活動団体

等」という。） 

 

 

 

２ この条例において「協働」とは、市民、議会、

行政が各々の役割分担のもと、手を取り合って共

通の課題解決に取り組むことをいう。 

 （定義） 

第２条 この条例において「市民」とは、次のいず

れかに該当するものをいう。 

 （１）市内に住所を有する者 

 （２）市内に通勤し、又は通学する者 

 （３）市内で事業を営み、又は活動する個人及び

法人その他の団体（以下「事業者、地域活動

団体等」という。） 

 

 

 

２ この条例において「協働」とは、市民、議会、

行政が各々の役割分担のもと、手を取り合って共

通の課題解決に取り組むことをいう。 

 （定義） 

第２条 この条例において「市民」とは、次のいず

れかに該当するものをいう。 

 （１）市内に住所を有する者 

 （２）市内に通勤し、又は通学する者 

 （３）市内で事業を営み、又は活動する個人及び

法人その他の団体（以下「事業者、地域活動

団体等」という。） 

２ この条例において「市長等」とは、市長、教育

委員会、選挙管理委員会その他の市の執行機関を

いう。 

３ この条例において「協働」とは、市民、議会及

び市長等が各々の役割分担のもと、手を取り合っ

て共通の課題解決に取り組むことをいう。 

４ この条例において「総合計画」とは、本市にお

ける総合的かつ計画的な行政の運営を図るための

基本構想及びそれを実現するため、本市の行政全

般にわたり総合的かつ体系的に定める基本計画を

総称したものをいう。 

参考２ 



 

２ 

 
担当部会 部会案（第 12 回会議にて提示） 調整案１（各部会にて提示） 調整案２（第 14 回会議にて提示） 

 

 （基本理念） 

第３条 本市は次に掲げる事項を、まちづくりの基

本理念とする。 

 （１）幸せな暮らしの実現を目指すまちづくり 

 （２）市民主権のまちづくり 

 （３）協働のまちづくり 

 

 （基本理念） 

第３条 本市は次に掲げる事項を、まちづくりの基

本理念とする。 

 （１）幸せな暮らしの実現を目指すまちづくり 

 （２）市民主権のまちづくり 

 （３）協働のまちづくり 

＜第２章 基本理念及び基本原則＞ 

（基本理念） 

第３条 本市は、次に掲げるまちづくりを実現する

ことを自治の基本理念とする。 

 （１）幸せな暮らしの実現を目指すまちづくり 

 （２）市民主権のまちづくり 

 （３）協働のまちづくり 

理念部会 

 （基本原則） 

第４条 市民及び市は、次に掲げる事項を原則とし

てまちづくりを進めるものとする。 

 （１）市民総参加の原則 

    全ての市民がまちづくりに参加すること 

 （２）情報共有の原則 

    市政運営、まちづくりに関する情報を市民、

議会、行政が共有すること 

 （３）平等と機会均等の原則 

    全ての市民が、性別、年齢等を問わず、ま

ちづくりに参加できる機会を有すること 

 （基本原則） 

第４条 市民及び市は、次に掲げる事項を原則とし

てまちづくりを進めるものとする。 

 （１）市民総参加の原則 

    全ての市民がまちづくりに参加すること。 

 （２）情報共有の原則 

    市政運営、まちづくりに関する情報を市民、

議会、行政が共有すること。 

 （３）平等と機会均等の原則 

    全ての市民が、性別、年齢等を問わず、ま

ちづくりに参加できる機会を有すること。 

（基本原則） 

第４条 本市は、次に掲げる事項を原則として自治

を進めるものとする。 

 （１）市民総参加の原則 

    全ての市民がまちづくりに参加すること。 

 （２）情報共有の原則 

    市政及びまちづくりに関する情報を市民、

議会及び市長等が共有すること。 

 （３）平等と機会均等の原則 

    全ての市民が、性別、年齢等を問わず、ま

ちづくりに参加できる機会を有すること。 

＜第２章 市民＞ 

 

 （市民の権利） 

第５条 市民は、安心で安全かつ快適な生活を求め

ていく権利を有する。 

２ 市民は、行政サービスを受ける権利を有する。 

３ 市民は、まちづくりに参画することができる。

子どもも年齢に応じたまちづくりへの参画を行う

ことができる。 

４ 市民は、市政に関する情報について、公開又は

提供を求めることができる。 

５ 子どもは、地域社会を担う市民として健やかに

育つ環境を求めることができる。 

＜第２章 市民＞ 

  

（市民の権利） 

第５条 市民は、安心で安全かつ快適な生活を求め

ていく権利を有する。 

２ 市民は、行政サービスを受ける権利を有する。 

３ 市民は、まちづくりに参画することができる。

子どもも年齢に応じたまちづくりへの参画を行う

ことができる。 

４ 市民は、市政に関する情報について、公開又は

提供を求めることができる。 

５ 子どもは、地域社会を担う市民として健やかに

育つ環境を求めることができる。 

＜第３章 市民、議会及び市長等の役割等＞ 

    第１節 市民 

 （市民の権利） 

第５条 市民は、安心で安全かつ快適な生活を求め

ていく権利を有する。 

２ 市民は、行政サービスを受ける権利を有する。 

３ 市民は、まちづくりに参画することができる。

子どもも年齢に応じたまちづくりへの参画を行う

ことができる。 

４ 市民は、市政に関する情報について、公開又は

提供を求めることができる。 

５ 子どもは、将来の地域社会を担う市民として健

やかに育つ環境を求めることができる。 

市民部会 

 （市民の責務） 

第６条 市民は、自治の主体であることを認識する

とともに、自治の基本理念を実現するため、次に

掲げる責務を負う。 

 （１）まちづくりへ積極的に参画し、又は自らま

ちづくりに取り組むよう努めること。 

 （２）互いに権利を尊重し、理解し、及び協力し

てまちづくりに取り組むよう努めること。 

 （３）地域コミュニティへの参加を通じて、共助

の精神をはぐくみ、地域の課題解決に向けた

行動に努めること。 

 （４）まちづくりへの参画に当たっては、自らの

発言と行動に責任を持つこと。 

 （５）行政サービスに伴う市税等、応分の負担を

負うこと。 

２ 【市民は、将来の地域社会を担う子どもが、健

やかに育つための環境作りに努めなければならな

い。】 

３ 事業者、地域活動団体等は、地域社会を構成す

る一員としての社会的責任を認識し、地域社会と

の調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄

与するよう努めるものとする。 

 （市民の責務） 

第６条 市民は、自治の主体であることを認識する

とともに、自治の基本理念を実現するため、次に

掲げる責務を負う。 

 （１）まちづくりへ積極的に参画し、又は自らま

ちづくりに取り組むよう努めること。 

 （２）互いに権利を尊重し、理解し、及び協力し

てまちづくりに取り組むよう努めること。 

 （３）地域コミュニティへの参加を通じて、共助

の精神をはぐくみ、地域の課題解決に向けた

行動に努めること。 

 （４）まちづくりへの参画に当たっては、自らの

発言と行動に責任を持つこと。 

 （５）行政サービスに伴う市税等、応分の負担を

負うこと。 

２ 【市民は、将来の地域社会を担う子どもが、健

やかに育つための環境作りに努めなければならな

い。】 

３ 事業者、地域活動団体等は、地域社会を構成す

る一員としての社会的責任を認識し、地域社会と

の調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄

与するよう努めるものとする。 

 （市民の責務） 

第６条 市民は、自らが自治の主体であることを認

識するとともに、まちづくりに関し次に掲げる責

務を負う。 

 （１）まちづくりへ積極的に参画し、又は自らま

ちづくりに取り組むよう努めること。 

 （２）互いに権利を尊重し、理解し、及び協力す

るよう努めること。 

 （３）自らの発言と行動に責任を持つこと。 

 （４）地域コミュニティへの参加を通じて、助け

合いの精神をはぐくみ、地域の課題解決に向

けた行動に努めること。 

 

 （５）行政サービスに伴う市税等、応分の負担を

負うこと。 

２ 市民は、将来の地域社会を担う子どもが、健や

かに育つための環境作りに努めなければならな

い。 

３ 事業者、地域活動団体等は、地域社会を構成す

る一員としての社会的責任を認識し、地域社会と

の調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄

与するよう努めるものとする。 



 

３ 

 
担当部会 部会案（第 12 回会議にて提示） 調整案１（各部会にて提示） 調整案２（第 14 回会議にて提示） 

 （議会の基本的役割等） 

第 12 条から移動 

    第２節 議会 

（議会の基本的役割等） 

第７条 議会は、住民の直接選挙で選ばれた議員で

構成され、地方公共団体の議事機関と位置づけら

れ、住民の代表機関、地方公共団体の意思決定機

関としての役割を担う。 

２ 議会は、市民福祉の向上を図ることを基本とし

て、市政の運営に関し二元代表制の一翼を担う重

大な責務があることを確認する。（～重大な責務を

有する。） 

３ 議会は、市民に開かれた議会とし、その責務を

明らかにし、市民の信託にこたえるものとする。 

４ 議会における活動原則、市民及び市長との関係

等の基本的事項については、議会基本条例に定め

るところによる。（別に条例で定めるところによ

る。） 

執行機関 

議会部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市政運営

部会 

 

 

＜第３章 執行機関及び議会＞ 

 （市の基本的役割） 

第７条 市長等（市長その他の執行機関をいう。）は、

効率的で、公正かつ透明性の高い行政運営を行わ

なければならない。 

２ 市長等は、基本構想及び基本計画に即した総合

的かつ計画的な行政運営を行わなければならな

い。 

３ 市長等は、市民主体のまちづくりを推進するた

めに必要な条例等の制定改廃を適切に行うものと

する。 

＜第３章 執行機関及び議会＞ 

 （市の基本的役割） 

第７条 市長等（市長その他の執行機関をいう。）は、

効率的で、公正かつ透明性の高い行政運営を行わ

なければならない。 

２ 市長等は、基本構想及び基本計画に即した総合

的かつ計画的な行政運営を行わなければならな

い。 

３ 市長等は、市民主体のまちづくりを推進するた

めに必要な条例等の制定改廃を適切に行うものと

する。 

３ 第 10 条第１項から統合 

 

 

４ 第 10 条第２項から統合 

 

 

５ 第 10 条第３項から統合 

 

 

６ 第 10 条第４項から統合 

    第３節 市長等 

 （市長等の基本的役割と責務） 

第８条 市長等は、効率的で、公正かつ透明性の高

い行政運営を行わなければならない。 

 

２ 市長等は、総合計画に即した総合的かつ計画的

な行政運営を行わなければならない。 

 

調整案１にて（政策法務）に統合了承済 

 

 

３ 市長等は、公平かつ効率的で質の高い行政サー

ビスの提供を図ることにより、市民福祉の向上に

努めなければならない。 

４ 市長等は、その権限に属する事務を公正かつ誠

実に執行するとともに、相互に連携して行政機能

を発揮するように努めなければならない。 

５ 市長等は、適切に職員を指揮監督するとともに、

職員の能力向上を図り、その能力が発揮されるよ

う努めなければならない。 

６ 市長等は、市民と協働し、自治及び地域コミュ

ニティ活動の発展を支える人材の育成に努めるも

のとする。 

執行機関 

議会部会 

 （市長の基本的役割） 

第８条 市長は、市民の信託を受けた本市の代表と

して、事務の管理及び執行、補助機関である職員

の指揮監督、市政全体の総合調整その他の権限を

適正に行使しなければならない。 

 （市長の基本的役割） 

第８条 市長は、市民の信託を受けた本市の代表と

して、事務の管理及び執行、補助機関である職員

の指揮監督、市政全体の総合調整その他の権限を

適正に行使しなければならない。 

２ 第９条第１項から統合 

 

３ 第９条第２項から統合 

 

 

４ 第９条第３項から統合 

 

 

５ 第９条第４項から統合 

 （市長の基本的役割と責務） 

第９条 市長は、市民の信託を受けた本市の代表と

して、事務の管理及び執行、補助機関である職員

の指揮監督、市政全体の総合調整その他の権限を

適正に行使しなければならない。 

２ 市長は、市民自治の推進及び市民福祉の向上を

図るため、必要な施策を講じなければならない。 

３ 市長は、最少の経費で最大の効果を挙げるため、

効率的な行政運営を行うよう努めなければならな

い。 

４ 市長は、政策の立案、実施及び評価の過程につ

いて、市民への説明責任を果たすための必要な措

置を講じなければならない。 

５ 市長は、行政サービスの向上を図るため、市民

の意向、地域の実情等を把握するとともに、これ

らを的確に市政に反映させるよう努めなければな

らない。 



 

４ 

 
担当部会 部会案（第 12 回会議にて提示） 調整案１（各部会にて提示） 調整案２（第 14 回会議にて提示） 

 （市長の責務） 

第９条 市長は、市民自治の推進及び市民福祉の向

上を図るため、必要な施策を講じなければならな

い。 

２ 市長は、最小の経費で効果を挙げるため、効率

的な市政運営を行うよう努めなければならない。 

３ 市長は、政策の立案、実施及び評価の過程につ

いて、市民への説明責任を果たすための必要な措

置を講じなければならない。 

４ 市長は、行政サービスの向上を図るため、市民

の意向、地域の実情等を把握するとともに、これ

らを的確に市政に反映させるよう努めなければな

らない。 

 （市長の責務） 

第９条 市長は、市民自治の推進及び市民福祉の向

上を図るため、必要な施策を講じなければならな

い。 

２ 市長は、最小の経費で効果を挙げるため、効率

的な市政運営を行うよう努めなければならない。 

３ 市長は、政策の立案、実施及び評価の過程につ

いて、市民への説明責任を果たすための必要な措

置を講じなければならない。 

４ 市長は、行政サービスの向上を図るため、市民

の意向、地域の実情等を把握するとともに、これ

らを的確に市政に反映させるよう努めなければな

らない。 

 （市長の責務） 

第９条第２項に統合 

 

 

第９条第３項に統合 

 

第９条第４項に統合 

 

 

第９条第５項に統合  

 （執行機関の責務） 

第 10 条 執行機関は、公平かつ効率的で質の高い行

政サービスの提供を図ることにより、市民満足度

の向上に努めなければならない。 

２ 執行機関は、その権限に属する事務を公正かつ

誠実に執行するとともに、執行機関相互の連携を

図り、一体として、行政機能を発揮するように努

めなければならない。 

３ 執行機関は、適切に職員を指揮監督するととも

に、職員の能力向上を図り、その能力が発揮され

るよう努めなければならない。 

 （執行機関の責務） 

第 10 条 市長等は、公平かつ効率的で質の高い行政

サービスの提供を図ることにより、市民満足度の

向上に努めなければならない。 

２ 市長等は、その権限に属する事務を公正かつ誠

実に執行するとともに、執行機関相互の連携を図

り、一体として、行政機能を発揮するように努め

なければならない。 

３ 市長等は、適切に職員を指揮監督するとともに、

職員の能力向上を図り、その能力が発揮されるよ

う努めなければならない。 

４ 市（執行機関）は、市民と協働し、自治及びコ

ミュニティ活動の発展を支える人材の育成に努め

るものとする。 

 （執行機関の責務） 

第８条第３項に統合 

 

 

第８条第４項に 

 

 

 

第８条第５項に移動 

 

 

第８条第６項に移動 

 （職員の責務） 

第 11 条 職員は、全体の奉仕者として、公正、公平

かつ誠実に職務に従事し、全力を挙げてその職務

に専念しなければならない。 

２ 職員は、職務に必要な専門的知識の習得及び能

力の向上に努めなければならない。 

３ 職員は、常に法令を遵守するとともに、職務に

関し違法又は不当な事実があると認めるときは、

適正に対応しなければならない。 

 （職員の責務） 

第 11 条 職員は、全体の奉仕者として、公正、公平

かつ誠実に職務に従事し、全力を挙げてその職務

に専念しなければならない。 

２ 職員は、職務に必要な専門的知識の習得及び能

力の向上に努めなければならない。 

３ 職員は、常に法令を遵守するとともに、職務に

関し違法又は不当な事実があると認めるときは、

適正に対応しなければならない。 

 （職員の責務） 

第 10 条 職員は、全体の奉仕者として、公正、公平

かつ誠実に職務に従事し、全力を挙げてその職務

に専念しなければならない。 

２ 職員は、職務に必要な専門的知識の習得及び能

力の向上に努めなければならない。 

３ 職員は、常に法令を遵守するとともに、職務に

関し違法又は不当な事実があると認めるときは、

適切に対応しなければならない。 

執行機関 

議会部会 

 

 （議会の基本的役割等） 

第 12 条 検討中 

 （議会の基本的役割等） 

第 12 条 検討中 

 （議会の基本的役割等） 

第７条に移動  

＜第４章 市政運営＞ 

 （市政運営の基本） 

第 13 条 市（執行機関）は、市民参加と情報共有を

基本とした、効率的で、公正かつ透明性の高い行

政運営を行わなければならない。 

２ 市（執行機関）は、計画、財政、評価等の制度

を相互に連携させ、これらに対応した組織運営を

行うなど、総合的かつ計画的な行政運営を行うよ

う努めなければならない。 

＜第４章 市政運営＞ 

 （市政運営の基本） 

第 13 条 市（執行機関）は、市民参加と情報共有を

基本とした、効率的で、公正かつ透明性の高い行

政運営を行わなければならない。 

２ 市（執行機関）は、計画、財政、評価等の制度

を相互に連携させ、これらに対応した組織運営を

行うなど、総合的かつ計画的な行政運営を行うよ

う努めなければならない。 

＜第４章 行政運営＞ 

（市政運営の基本） 

調整案１にて（市の基本的役割）に統合了承済 

 

 

調整案１にて（市の基本的役割）に統合了承済 

 

市政運営

部会 

 （総合計画） 

第 14 条 市（市長）は、総合的かつ計画的な行政運

営を図るため、総合計画を策定するものとする。 

２ 市（市長）は、総合計画の策定に当たっては、

市民参加の機会を確保するものとする。 

 （総合計画） 

第 14 条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図る

ため、総合計画を策定するものとする。 

２ 市長は、総合計画の策定に当たっては、市民参

加の機会を確保するものとする。 

 （総合計画） 

第 11 条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図る

ため、総合計画を策定するものとする。 

２ 市長は、総合計画の策定に当たっては、市民の

参画の機会を確保するものとする。 



 

５ 

 
担当部会 部会案（第 12 回会議にて提示） 調整案１（各部会にて提示） 調整案２（第 14 回会議にて提示） 

 （財政運営） 

第 22 条から移動 

（財政運営） 

第 12 条 市長等は、中期的な財政見通しのもとに予

算を編成するなど、計画的で健全な財政運営に努

めなければならない。 

 （政策法務） 

第 26 条から移動 

（政策法務） 

第 13 条 市長等は、市政の課題に対応した政策を実

行するため、条例、規則等の整備を適正に行うと

ともに、市の事務に関する法令の解釈に当たって

は、地方自治の本旨に基づき、自主的かつ適正な

解釈を行うよう努めなければならない。 

 （条例の制定等の手続） 

第 20 条から移動 

 （条例の制定等の手続） 

第 14 条 市長は、市政に関する重要な条例を立案し

ようとするときは、市民の参画を図り、又は市民

の意見を反映させるように努めなければならな

い。 

 （行政評価） 

第 15 条 市（執行機関）は、効率的かつ効果的な行

政運営を図るため、行政評価に関する制度を整備

し、実施するものとする。この場合において、市

は、市民の視点に立った外部評価を可能な限り公

開で行うものとする。 

２ 市（執行機関）は、前項の規定による行政評価

の結果を市民に公表するとともに、必要に応じて、

行政運営の見直しを行わなければならない。 

（行政評価） 

第 15 条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を

図るため、行政評価に関する制度を整備し、実施

するものとする。この場合において、市は、市民

の視点に立った外部評価を可能な限り公開で行う

ものとする。 

２ 市長等は、前項の規定による行政評価の結果を

市民に公表するとともに、必要に応じて、行政運

営の見直しを行わなければならない。 

（行政評価） 

第 15 条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を

図るため、行政評価に関する制度を整備し、実施

するものとする。この場合において、市長等は、

市民の視点に立った外部評価を可能な限り公開で

行うものとする。 

２ 市長等は、前項の規定による行政評価の結果を

市民に公表するとともに、必要に応じて、行政運

営の見直しを行わなければならない。   

 （外部監査） 

第 16 条 市（執行機関）は、適正で、効果的かつ効

率的な市政運営を確保するため、外部機関による

監査の実施を求めることができる。 

２ 前項の外部機関による監査の実施に関する手続

については、別に条例で定める。 

 （外部監査） 

第 16 条 市は、適正で、効果的かつ効率的な市政運

営を確保するため、外部機関による監査の実施を

求めることができる。 

２ 前項の外部機関による監査の実施に関する手続

については、別に条例で定める。 

 （外部監査） 

削除 

 （行政手続） 

第 19 条から移動 

（行政手続） 

第 16 条 市長等は、行政運営における公正の確保と

透明性の向上を図るため、別に条例で定めるとこ

ろにより、処分、行政指導等に関する手続を明ら

かにするものとする。 

 （情報公開） 

第 17 条 市（執行機関）は、市政に関して市民に説

明する責任を果たすとともに、市政に対する市民

の理解と信頼を深めるため、別に条例で定めると

ころにより、市が保有する情報を公開するものと

する。 

 （情報公開） 

第 17 条 市長等は、市政に関して市民に説明する責

任を果たすとともに、市政に対する市民の理解と

信頼を深めるため、別に条例で定めるところによ

り、市が保有する情報を公開するものとする。 

 （情報公開） 

第 17 条 市長等は、市政に関して市民に説明する責

任を果たすとともに、市政に対する市民の理解と

信頼を深めるため、別に条例で定めるところによ

り、市が保有する情報を公開するものとする。 

 （個人情報の保護） 

第 18 条 市（執行機関）は、個人の権利利益の保護

及び市政の適正な運営に資するため、別に条例で

定めるところにより、市が保有する個人情報を適

正に取り扱うものとする。 

 （個人情報の保護） 

第 18 条 市長等は、個人の権利利益の保護及び市政

の適正な運営に資するため、別に条例で定めると

ころにより、市が保有する個人情報を適正に取り

扱うものとする。 

 （個人情報の保護） 

第 18 条 市長等は、個人の権利利益の保護及び市政

の適正な運営に資するため、別に条例で定めると

ころにより、市が保有する個人情報を適正に取り

扱うものとする。 

市政運営 

部会 

 

 

 

 （権利保護・苦情対応） 

第 25 条から移動 

（権利保護及び苦情対応） 

第 19 条 市長等は、行政運営における市民の権利利

益を擁護するため、必要な措置を講じるものとす

る。 

２ 市長等は、行政運営に関する意見、要望、苦情

等があった場合は、速やかに事実関係等を調査し、

必要があると認めるときは、その改善のための適

切な措置を講じなければならない。 



 

６ 

 
担当部会 部会案（第 12 回会議にて提示） 調整案１（各部会にて提示） 調整案２（第 14 回会議にて提示） 

 （行政手続） 

第 19 条 市（執行機関）は、行政運営における公正

の確保と透明性の向上を図るため、別に条例で定

めるところにより、処分、行政指導その他の行政

手続に関して共通する事項を明らかにするものと

する。 

 （行政手続） 

第 19 条 市長等は、行政運営における公正の確保と

透明性の向上を図るため、別に条例で定めるとこ

ろにより、処分、行政指導その他の行政手続に関

して共通する事項を明らかにするものとする。 

 （行政手続） 

第 16 条へ移動 

 （条例の制定等の手続） 

第 20 条 市（執行機関）は、市政運営に関する重要

な条例を立案しようとするときは、市民の参画を

図り、又は市民の意見を反映させるように努めな

ければならない。 

 （条例の制定等の手続） 

第 20 条 市長は、市政運営に関する重要な条例を立

案しようとするときは、市民の参画を図り、又は

市民の意見を反映させるように努めなければなら

ない。 

 （条例の制定等の手続） 

第 14 条へ移動  

 （法令遵守等） 

第 21 条 市（執行機関）は、法令遵守の推進及び倫

理の保持並びに公正な職務の執行の確保を図るた

め、別に条例で定めるところにより、必要な体制

を整備するものとする。 

 （法令遵守等） 

第 21 条 市長等は、法令遵守の推進及び倫理の保持

並びに公正な職務の執行の確保を図るため、別に

条例で定めるところにより、必要な体制を整備す

るものとする。 

 （法令遵守等） 

削除 

 （行政組織の編成） 

第 23 条から移動 

（行政組織の編成） 

第 20 条 市長等は、市民に分かりやすく、機動的か

つ効率的な行政運営が可能となるよう組織の編成

を行うとともに、組織の横断的な調整を図るもの

とする。 

 （財政運営） 

第 22 条 市（執行機関）は、中期的な財政見通しの

もとに予算を編成するなど、計画的で健全な財政

運営に努めなければならない。 

２ 市（執行機関）は、毎年度の予算及び決算その

他市の財政状況に関する情報を市民に公表しなけ

ればならない。 

 （財政運営） 

第 22 条 市長等は、中期的な財政見通しのもとに予

算を編成するなど、計画的で健全な財政運営に努

めなければならない。 

２ 市（執行機関）は、毎年度の予算及び決算その

他市の財政状況に関する情報を市民に公表しなけ

ればならない。 

 （財政運営） 

第 12 条へ移動 

 （行政組織の編成） 

第 23 条 市（執行機関）は、市民に分かりやすく、

機動的かつ効率的な市政運営が可能となるよう組

織の編成を行うものとする。 

２ 市（執行機関）は、組織の横断的な調整を図る

ものとする。 

 （行政組織の編成） 

第 23 条 市長等は、市民に分かりやすく、機動的か

つ効率的な市政運営が可能となるよう組織の編成

を行うものとする。 

２ 市長等は、組織の横断的な調整を図るものとす

る。 

（行政組織の編成） 

第 20 条へ移動 

 （市民提案） 

第 24 条 市（執行機関）は、市民の意見、提言等を

市政に反映させるための制度の拡充に努めなけれ

ばならない。 

２ 市（執行機関）は、政策の立案、実施、評価等

の各段階における情報を、市民に積極的に提供す

るものとする。 

 （市民提案） 

第 24 条 市長等は、市民の意見、提言等を市政に反

映させるための制度の拡充に努めなければならな

い。 

２ 市長等は、政策の立案、実施、評価等の各段階

における情報を、市民に積極的に提供するものと

する。 

（市民提案） 

第 23 条へ移動 

市政運営 

部会 

 （権利保護・苦情対応） 

第 25 条 市（執行機関）は、行政運営における市民

の権利利益を擁護し、及び行政の改善を図るため、

必要な措置を講じるものとする。 

２ 市（執行機関）は、市政運営に関する意見、要

望、苦情等があった場合は、速やかに事実関係等

を調査し、必要があると認めるときは、その改善

のための適切な措置を講じなければならない。 

 （権利保護・苦情対応） 

第 25 条 市長等は、行政運営における市民の権利利

益を擁護し、及び行政の改善を図るため、必要な

措置を講じるものとする。 

２ 市長等は、市政運営に関する意見、要望、苦情

等があった場合は、速やかに事実関係等を調査し、

必要があると認めるときは、その改善のための適

切な措置を講じなければならない。 

（権利保護及び苦情対応） 

第 19 条へ移動 



 

７ 

 
担当部会 部会案（第 12 回会議にて提示） 調整案１（各部会にて提示） 調整案２（第 14 回会議にて提示） 

 （政策法務） 

第 26 条 市（執行機関）は、市の事務に関する法令

の解釈に当たっては、地方自治の本旨に基づき、

自主的かつ適正な解釈を行うよう努めなければな

らない。 

２ 市（執行機関）は、市政の課題に対応した自主

的な政策を実行するため、条例、規則等の整備を

適正に行うものとする。 

 （政策法務） 

第 26 条 市長等は、市の事務に関する法令の解釈に

当たっては、地方自治の本旨に基づき、自主的か

つ適正な解釈を行うよう努めなければならない。 

２ 市長等は、市政の課題に対応した自主的な政策

を実行するため、条例、規則等の整備を適正に行

うものとする。 

（政策法務） 

第 13 条へ移動 

 （危機管理体制の整備等） 

第 27 条 市（市長）は、常に災害等の緊急の事態に

備え、市民の身体、生命、財産の安全性が確保で

きるよう、危機管理体制を整備するとともに、そ

の対応に当たっては、市民、関係団体等との連携・

協力を図るものとする。 

 （危機管理体制の整備等） 

第 27 条 市長等は、常に災害等の緊急の事態に備

え、市民の身体、生命、財産の安全性が確保でき

るよう、危機管理体制を整備するとともに、その

対応に当たっては、市民、関係団体等との連携・

協力を図るものとする。 

（危機管理体制の整備等） 

第 30 条へ移動 

 

市政運営 

部会 

 （人材の育成） 

第 28 条 市（執行機関）は、市民と協働し、自治及

びコミュニティ活動の発展を支える人材の育成に

努めるものとする。 

 （人材の育成） 

第 28 条 市（執行機関）は、市民と協働し、自治及

びコミュニティ活動の発展を支える人材の育成に

努めるものとする。 

（市長等の基本的役割と責務） 

第８条第６項へ移動 

  

＜第５章 市民参画及びまちづくり＞ 

 （まちづくりへの市民参画） 

第 29 条 市は、市民がまちづくりに参画する機会を

確保しなければならない。 

２ 市は、市民がまちづくりに参画するための仕組

みを整備するとともに、その周知を図るものとす

る。 

＜第５章 市民参画及びまちづくり＞ 

 （まちづくりへの市民参画） 

第 29 条 市長等は、市民がまちづくりに参画する機

会を確保しなければならない。 

２ 市長等は、市民がまちづくりに参画するための

仕組みを整備するとともに、その周知を図るもの

とする。 

＜第５章 市民参画等＞ 

 （市民参画） 

第 21 条 本市は、市民がまちづくりに参画する機会

を確保する。 

２ 市長等は、市民がまちづくりに参画するための

仕組みを整備するとともに、その周知を図るもの

とする。 

市民参加

まちづく

り部会 

 （市民協働の推進） 

第 30 条 市民及び市は、目的と情報を共有し、相互

の理解と信頼のもとに、市民協働によるまちづく

りに取り組むよう努めなければならない。 

２ 市は、市民協働の推進に当たっては、市民の自

主性及び自立性を損なわないよう配慮しなければ

ならない。 

 （市民協働の推進） 

第 30 条 市民、議会及び市長等は、目的と情報を共

有し、相互の理解と信頼のもとに、市民協働によ

るまちづくりに取り組むよう努めなければならな

い。 

２ 市長等は、市民協働の推進に当たっては、市民

の自主性及び自立性を損なわないよう配慮しなけ

ればならない。 

 （協働の推進） 

第 22 条 市民、議会及び市長等は、目的と情報を共

有し、相互の理解と信頼のもとに、協働によるま

ちづくりに取り組むよう努めなければならない。 

 

２ 市長等は、協働の推進に当たっては、市民の自

主性及び自立性を損なわないよう配慮しなければ

ならない。 

市政運営

部会 

 （市民提案） 

第 24 条から移動 

 （市民提案） 

第 23 条 市長等は、市民の意見、提言等を市政に反

映させるための制度の拡充に努めなければならな

い。 

２ 市長等は、政策の立案、実施、評価等の各段階

における情報を、市民に積極的に提供するものと

する。 

市民参加 

まちづく

り部会 

 （附属機関等） 

第 31 条 市は、法令に基づき設置する附属機関のほ

か、必要に応じて市に対する提言、報告等を行う

懇話会などを設置するものとする。 

２ 市は、附属機関等の委員については、見識を有

する者を選任するほか、公募等により市民の幅広

い層から必要な人材を選任するよう努めなければ

ならない。 

３ 市は、附属機関等の会議の公開に関することは、

別の定めによるものとする。 

 （附属機関等） 

第 31 条 市長等は、法令に基づき設置する附属機関

のほか、必要に応じて市に対する提言、報告等を

行う懇話会などを設置するものとする。 

２ 市長等は、附属機関等の委員については、見識

を有する者を選任するほか、公募等により市民の

幅広い層から必要な人材を選任するよう努めなけ

ればならない。 

３ 市長等は、附属機関等の会議の公開に関するこ

とは、別の定めによるものとする。 

（審議会、懇話会等） 

第 26 条へ移動 

 



 

８ 

 
担当部会 部会案（第 12 回会議にて提示） 調整案１（各部会にて提示） 調整案２（第 14 回会議にて提示） 

 （市民意見の聴取） 

第 32 条 市は、重要な政策等の策定に当たっては、

市民から意見を公募する手続（以下「パブリック

コメント手続」という。）を実施し、広く市民の意

見を求めなければならない。 

２ 市は、パブリックコメント手続を実施したとき

は、市民から提出された意見を考慮して意思決定

を行うとともに、その意見に対する考え方を公表

しなければならない。 

３ 市は、前２項の規定によるほか、あらゆる機会

を通じて市政に関する市民意見の聴取に努めなけ

ればならない。 

 （市民意見の聴取） 

第 32 条 市長等は、重要な政策等の策定に当たって

は、市民から意見を公募する手続（以下「パブリ

ックコメント手続」という。）を実施し、広く市民

の意見を求めなければならない。 

２ 市長等は、パブリックコメント手続を実施した

ときは、市民から提出された意見を考慮して意思

決定を行うとともに、その意見に対する考え方を

公表しなければならない。 

３ 市長等は、前２項の規定によるほか、あらゆる

機会を通じて市政に関する市民意見の聴取に努め

なければならない。 

（市民意見の聴取） 

第 24 条 市長等は、重要な政策等の立案に当たって

は、市民から意見を公募する手続（以下「パブリ

ックコメント手続」という。）を実施し、広く市民

の意見を求めなければならない。 

２ 市長等は、パブリックコメント手続を実施した

ときは、市民から提出された意見を考慮して意思

決定を行うとともに、その意見に対する考え方を

公表しなければならない。 

３ 市長等は、前２項の規定によるほか、あらゆる

機会を通じて市政に関する市民意見の聴取に努め

なければならない。 

 （住民投票） 

第 33 条 市は、市政に関する重要な事項について、

直接、住民の意思を確認するため、住民投票を実

施することができるものとする。 

２ 市は、前項の規定による住民投票を実施した場

合は、その結果を尊重しなければならない。 

３ 住民投票の実施に関し必要な事項は、事案ごと

に条例で定めるものとする。 

 （住民投票） 

第 33 条 市長は、市政に関する重要な事項につい

て、直接、住民の意思を確認するため、住民投票

を実施することができるものとする。 

２ 市長は、前項の規定による住民投票を実施した

場合は、その結果を尊重しなければならない。 

３ 住民投票の実施に関し必要な事項は、事案ごと

に条例で定めるものとする。 

 （住民投票） 

第 25 条 市長は、市政に関する重要な事項につい

て、直接、住民の意思を確認するため、住民投票

を実施することができるものとする。 

２ 市長は、前項の規定による住民投票を実施した

場合は、その結果を尊重しなければならない。 

３ 住民投票の実施に関し必要な事項は、事案ごと

に別に条例で定めるものとする。 

 （附属機関等） 

第 31 条から移動 

 （審議会、懇話会等） 

第 26 条 市長等は、法令に基づき設置する審議会等

のほか、必要に応じて市に対する提言、報告等を

行う懇話会等を設置するものとする。 

２ 市長等は、法令等に別段の定めがある場合を除

き、審議会、懇話会等の委員については、見識を

有する者を選任するほか、公募等により市民の幅

広い層から必要な人材を選任するよう努めなけれ

ばならない。 

３ 市長等は、審議会、懇話会等の会議の公開に努

めるものとする。 

 （情報共有及び説明責任） 

第 34 条 市は、市政に関する情報を、適切な情報伝

達手段により、積極的に市民に提供し、市民との

情報の共有を図らなければならない。 

２ 市は、政策等の立案、実施、評価及び見直しの

各過程において、市民に分かりやすく説明するよ

う努めなければならない。 

３ 市は、市民からの政策等に関する意見、要望、

苦情等については、速やかに事実関係を調査し、

誠実に対応するよう努めなければならない。 

 （情報共有及び説明責任） 

第 34 条 市は、市政に関する情報を、適切な情報伝

達手段により、積極的に市民に提供し、市民との

情報の共有を図らなければならない。 

２ 市は、政策等の立案、実施、評価及び見直しの

各過程において、市民に分かりやすく説明するよ

う努めなければならない。 

３ 市は、市民からの政策等に関する意見、要望、

苦情等については、速やかに事実関係を調査し、

誠実に対応するよう努めなければならない。 

 （情報共有及び説明責任） 

調整案１にて（市長の責務）に統合了承済 

 

 

調整案１にて（市民提案）に統合了承済 

 

 

調整案１にて（権利保護・苦情対応）に統合了承済 

市民参加 

まちづく

り部会 

  

（都市内分権） 

第 35 条 市は、市民によるまちづくりの推進を図る

ため、地域における自主的かつ自立的な活動に対

する適切な支援を行うなど、都市内分権の実現に

向けた取組を推進するものとする。 

 

 （都市内分権） 

第 35 条 市長等は、市民によるまちづくりの推進を

図るため、地域における自主的かつ自立的な活動

に対する適切な支援を行うなど、都市内分権の実

現に向けた取組を推進するものとする。 

＜第６章 まちづくりの推進＞ 

 （都市内分権） 

第 27 条 市長等は、市民によるまちづくりの推進を

図るため、地域における自主的かつ自立的な活動

に対する適切な支援を行うなど、都市内分権の実

現に向けた取組を推進するものとする。 



 

９ 

 
担当部会 部会案（第 12 回会議にて提示） 調整案１（各部会にて提示） 調整案２（第 14 回会議にて提示） 

市民参加

まちづく

り部会 

 （地域コミュニティ） 

第 36 条 市は、それぞれの地域に関係する市民によ

って構成される地域コミュニティとの協働によ

り、地域の特性を活かしたまちづくりを推進する

ものとする。 

２ 市は、地域における課題について、地域コミュ

ニティの意向を把握するとともに、地域コミュニ

ティにおける合意形成を支援し、その合意された

意見を市政に反映させるよう努めるものとする。 

 

３ 市は、複数の地域に関する課題について、関係

する地域コミュニティの調整が図られるよう必要

な支援をするものとする。 

 （地域コミュニティ） 

第 36 条 市長等は、それぞれの地域に関係する市民

によって構成される地域コミュニティとの協働に

より、地域の特性を活かしたまちづくりを推進す

るものとする。 

２ 市長等は、地域における課題について、地域コ

ミュニティの意向を把握するとともに、地域コミ

ュニティにおける合意形成を支援し、その合意さ

れた意見を市政に反映させるよう努めるものとす

る。 

３ 市長等は、複数の地域に関する課題について、

関係する地域コミュニティの調整が図られるよう

必要な支援をするものとする。 

 （地域コミュニティ） 

第 28 条 市長等は、地域コミュニティとの協働によ

り、地域の特性を活かしたまちづくりを推進する

ものとする。 

 

２ 市長等は、地域における課題について、地域コ

ミュニティの意向を把握するとともに、地域コミ

ュニティにおける合意形成を支援し、その合意さ

れた意見を市政に反映させるよう努めるものとす

る。 

３ 市長等は、複数の地域に関する課題について、

関係する地域コミュニティの調整が図られるよう

必要な支援をするものとする。 

＜第６章 連携及び交流＞ 

第 37 条 市（執行機関及び議会）は、まちづくりの

課題について、国、県、他の地方公共団体等との

連携を図り、その解決に努めるものとする。 

２ 市（執行機関及び議会）は、海外の行政機関等

との連携及び協力を深めるとともに、得られた情

報や知識を本市のまちづくりに生かすものとす

る。 

＜第６章 連携及び交流＞ 

第 37 条 市長等は、まちづくりの課題について、国、

県、他の地方公共団体等との連携を図り、その解

決に努めるものとする。 

２ 市長等は、海外の行政機関等との連携及び協力

を深めるとともに、得られた情報や知識を本市の

まちづくりに生かすものとする。 

 （連携及び協力） 

第 29 条 市長等は、まちづくりの課題について、国、

県、他の地方公共団体等との連携を図り、その解

決に努めるものとする。 

２ 市長等は、海外の行政機関等との連携及び協力

を深めるとともに、得られた情報や知識を本市の

まちづくりに生かすものとする。 

 （危機管理体制の整備等） 

第 27 条から移動 

（危機管理体制の整備等） 

第 30 条 市長等は、常に災害等の緊急の事態に備

え、市民の身体、生命、財産の安全性が確保でき

るよう、危機管理体制を整備するとともに、その

対応に当たっては、市民、関係団体等との連携及

び協力を図るものとする。 

＜第７章 多文化共生＞ 

第 38 条 市（市民、執行機関及び議会）は、多様な

文化及び価値観を理解し、尊重することにより、

あらゆる人が地域社会の一員として受け入れられ

る環境の整備に努めなければならない。 

＜第７章 多文化共生＞ 

第 38 条 市（市民、執行機関及び議会）は、多様な

文化及び価値観を理解し、尊重することにより、

あらゆる人が地域社会の一員として受け入れられ

る環境の整備に努めなければならない。 

＜第７章  多文化共生＞ 

削除 

市政運営

部会 

 

＜第８章 環境及び景観＞ 

第 39 条 市（市民、執行機関及び議会）は、本市の

恵まれた自然環境の保全を図るとともに、これを

活かしたまちづくりの推進及び良好な景観の形成

に努めるものとする。 

＜第８章 環境及び景観＞ 

第 39 条 市（市民、執行機関及び議会）は、本市の

恵まれた自然環境の保全を図るとともに、これを

活かしたまちづくりの推進及び良好な景観の形成

に努めるものとする。 

＜第８章  環境及び景観＞ 

削除 

＜第９章 条例の位置付け＞ 

第 40 条 市民、執行機関及び議会は、本市のまちづ

くりの最高規範として、この条例の趣旨を最大限

に尊重しなければならない。 

２ 執行機関及び議会は、総合計画その他まちづく

りに関する計画の策定及びまちづくりに関する条

例、規則等の制定改廃等に当たっては、この条例

に定める事項との整合を図らなければならない。 

＜第９章 条例の位置付け＞ 

第 40 条 市民、執行機関及び議会は、本市のまちづ

くりの最高規範として、この条例の趣旨を最大限

に尊重しなければならない。 

２ 執行機関及び議会は、総合計画その他まちづく

りに関する計画の策定及びまちづくりに関する条

例、規則等の制定改廃等に当たっては、この条例

に定める事項との整合を図らなければならない。 

＜第７章 この条例の位置付け＞ 

第 31 条 市民、議会及び市長等は、本市の自治の最

高規範として、この条例の趣旨を最大限に尊重し

なければならない。 

２ 削除 

部会に属

さない事

項（事務

局案） 

  ＜附則＞ 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成  年  月  日から施行

する。 

（条例の見直し） 

２ 市長は、５年を超えない期間ごとに、市民の意

見を聴いた上で、この条例の規定について検討を

加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置

を講ずるものとする。 

  ＜附則＞ 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成  年  月  日から施行

する。 

（条例の見直し） 

２ 市長は、５年を超えない期間ごとに、市民の意

見を聴いた上で、この条例の規定について検討を

加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置

を講ずるものとする。 

 ＜附 則＞ 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成  年  月  日から施行

する。 

（この条例の見直し） 

２ 市長は、５年を超えない期間ごとに、市民の意

見を聴いた上で、この条例の規定について検討を

加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置

を講ずるものとする。 
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